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◇条     例◇ 

 

 阪神水道企業団水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成27年３月12日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦  

阪神水道企業団条例第１号 

   阪神水道企業団水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例 

阪神水道企業団水道事業の設置に関する条例（昭和41年条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 （経営の基本） 

第３条 省略 

２ 水道事業の経営の規模は、次のとお

りとする。 

⑴  給 水 対 象 神 戸 市 、 尼 崎

市、西宮市、芦屋

市及び宝塚市 

 

⑵  １日 大給水量  1,128,000立方

メートル 

 （経営の基本） 

第３条 省略 

２ 水道事業の経営の規模は、次のとお

りとする。 

⑴  給 水 対 象 神 戸 市 、 尼 崎

市、西宮市及び芦

屋市 

⑵ 給 水 人 口 2,055,036人 

⑶  １日 大給水量  1,289,900立方

メートル 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれ

た部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 
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 この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

                                          

阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成27年３月12日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦  

阪神水道企業団条例第２号 

   阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例（昭和27年条例第52号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（管理職員特別勤務手当） 

第17条の３ 第10条の２に規定する企業

長が定める職にある職員のうち規則で

定めるものが臨時又は緊急の必要その

他の公務の運営の必要により規程第２

条第２項に規定する勤務を要しない日

又は規程第５条第２項に規定する休日

（ 次 項 に お い て 「 勤 務 を 要 し な い 日

等」という。）に勤務した場合は、当

該職員に管理職員特別勤務手当を支給

することができる。 

２ 前項に規定する場合のほか、前項に

規定する職員が災害への対処その他の

臨時又は緊急の必要により勤務を要し

ない日等以外の日の午前０時から午前

５時までの間であつて正規の勤務時間

以外の時間に勤務した場合は、当該職

員に管理職員特別勤務手当を支給する

ことができる。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

 ⑴ 第１項に規定する場合 同項の勤

務１回につき、10,000円を超えない

範囲内において規則で定める額（当

該勤務に従事する時間等を考慮して

規則で定める勤務にあつては、その

額に100分の150を乗じて得た額） 
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⑵  前項に規定する場合 同項の勤務

１回につき、 6,000円を超えない 範

囲内において規則で定める額 

３ 前３項に定めるもののほか、管理職

員特別勤務手当の支給に関し必要な事

項は、規則で定める。 

 

別表  

（別紙１のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 

（別紙２のとおり） 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引か

れた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

４  別表を別紙２に記載する別表から別紙１に記載する別表に改める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

（号給の切替え） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において改正前の阪神水道

企業団一般職員の給与に関する条例（以下「改正前の条例」という。）別表の給料表

の適用を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受

けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて企業長が定める。 

（施行日前の異動者の号給等の調整） 

３ 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及

びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異

にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業

長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

 （職員が受けていた号給等の基礎） 

４ 前２項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けてい

た号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められ

たものでなければならない。 

 （給料の切替えに伴う経過措置） 

５ 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額

が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員（企業長の定める職員

を除く。）には、平成30年３月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する

額（阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例附則第９項の規定により給与が減ぜ

られて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額）を給料とし

て支給する。 
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６  施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（前項に規定する職員を除

く。）について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認

められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、

給料を支給する。 

７ 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情

等を考慮して前２項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認め

られるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前２項の規定に準じて、

給料を支給する。 

（規則への委任） 

８ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 

 

別紙１

別表（改正案）

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

1 127,000 139,200 189,300 228,300 245,800 291,600 363,800

2 127,800 139,900 190,900 229,800 247,500 293,900 366,900

3 128,600 140,600 192,500 231,400 249,200 296,100 369,900

4 129,400 141,300 194,100 232,900 251,100 298,400 372,900

5 130,000 142,100 195,500 234,700 252,700 300,700 376,000

6 130,800 143,000 197,200 236,500 254,700 303,300 379,200

7 131,600 143,900 198,900 238,200 256,500 305,800 382,300

8 132,400 144,800 200,600 239,800 258,600 308,400 385,500

9 133,200 145,700 202,000 241,500 260,600 310,800 386,700

10 134,100 146,900 203,800 243,400 262,800 313,500 390,200

11 135,000 148,100 205,600 245,000 264,900 316,100 393,000

12 135,900 149,300 207,400 246,800 267,000 318,600 396,100

13 136,700 150,400 208,800 248,600 269,300 321,300 397,900

14 137,600 152,000 210,700 250,500 271,500 324,100 401,100

15 138,500 153,600 212,400 252,400 273,800 327,000 403,700

16 139,400 155,200 214,300 254,400 276,000 329,800 407,000

17 140,100 156,600 216,200 256,200 278,400 332,700 409,500

18 141,300 158,300 218,200 258,400 280,700 335,500 412,300

19 142,500 160,000 220,200 260,500 283,100 338,300 414,800

20 143,700 161,700 222,000 262,600 285,400 341,200 417,600

21 144,700 163,300 223,600 264,600 287,600 343,900 419,900

22 146,200 165,100 225,600 266,700 289,800 346,900 423,100

23 147,700 166,900 227,600 268,900 292,200 349,800 425,400

24 149,200 168,700 229,600 271,000 294,500 352,800 428,400

25 150,700 170,400 231,400 273,100 296,600 355,200 430,600

職員の
区分

再任用
職員以
外の職
員
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26 152,400 172,200 233,300 275,200 298,900 358,000 433,700

27 154,100 174,000 235,300 277,400 301,300 360,600 436,500

28 155,800 175,800 237,300 279,500 303,700 363,500 439,100

29 157,600 177,400 239,200 281,700 305,800 366,100 441,800

30 159,400 179,300 241,100 283,800 308,200 369,000 444,400

31 161,200 181,200 242,900 285,800 310,500 371,600 446,300

32 163,000 183,100 244,800 287,800 312,900 374,500 449,000

33 164,800 184,700 246,800 289,600 315,000 377,100 451,000

34 166,500 186,500 248,500 291,700 317,400 379,700 453,400

35 168,200 188,300 250,500 293,800 319,700 382,100 455,500

36 169,900 190,100 252,400 295,800 322,100 384,800 457,700

37 171,500 191,900 254,100 297,700 324,300 386,800 459,700

38 173,200 193,700 255,900 299,900 326,700 389,100 461,600

39 174,900 195,500 257,700 302,100 329,000 391,000 463,100

40 176,600 197,300 259,600 304,200 331,400 393,300 464,700

41 178,300 199,100 261,300 306,300 333,600 395,300 466,100

42 179,600 200,900 263,100 308,600 335,900 397,100 467,600

43 180,900 202,700 264,900 310,800 338,100 399,100 469,000

44 182,200 204,500 266,700 313,000 340,400 400,900 470,900

45 183,300 206,400 268,300 315,100 342,400 402,300 472,700

46 184,200 208,300 270,100 316,900 344,100 403,900 474,200

47 185,000 210,200 271,900 318,600 346,000 405,400 475,700

48 185,900 212,100 273,900 320,400 347,900 407,000 477,300

49 186,600 213,800 275,800 322,100 349,200 408,600 478,800

50 187,400 215,500 277,600 323,700 350,700 409,200 480,000

51 188,200 217,300 279,400 325,400 352,200 410,400 481,300

52 189,000 219,100 281,500 327,000 353,600 411,500 482,500

53 189,700 221,000 283,400 328,500 355,100 412,600 483,500

54 190,500 222,600 285,300 330,200 356,500 413,500 484,700

55 191,300 224,200 287,000 331,800 357,800 414,400 485,800

56 192,100 225,800 289,000 333,300 359,200 415,500 486,900

57 192,900 227,500 290,900 334,800 360,600 416,400 487,800

58 193,600 229,100 292,800 336,800 361,800 417,100 488,800

59 194,300 230,700 294,300 338,700 362,800 418,100 489,600

60 195,000 232,100 296,200 340,600 364,000 419,100 490,600

61 195,500 233,500 298,100 342,500 365,100 419,800 491,500

62 234,900 300,200 344,100 366,100 420,600 492,300

63 236,400 302,100 345,900 367,200 421,600 493,200

64 237,800 304,200 347,700 368,200 422,500 494,100

65 239,100 306,400 349,300 369,200 423,300 494,800
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66 240,600 308,700 350,900 370,200 424,100 495,700

67 242,100 311,100 352,400 371,200 425,100 496,600

68 243,500 313,500 353,800 372,200 426,000 497,300

69 244,800 315,500 355,200 373,000 426,800 498,200

70 246,200 317,000 356,700 373,900 427,700 499,000

71 247,600 318,400 358,000 374,800 428,700 499,700

72 249,000 319,700 359,400 375,400 429,600 500,500

73 250,200 320,900 360,700 376,300 430,300 501,300

74 251,100 322,200 361,900 376,600 431,200 502,000

75 252,100 323,400 363,000 377,200 432,100 502,800

76 253,100 324,700 364,200 377,800 433,000 503,600

77 254,000 325,700 365,300 378,100 433,800 504,200

78 255,000 326,500 366,400 379,000 434,600 504,900

79 256,000 327,400 367,500 380,000 435,500 505,600

80 257,000 328,300 368,500 380,900 436,400 506,300

81 257,900 328,600 369,500 381,500 437,200 506,900

82 258,800 329,400 370,500 382,400 438,100

83 259,700 330,200 371,500 383,300 439,000

84 260,500 331,000 372,400 384,300 439,800

85 261,200 331,800 373,400 385,100 440,800

86 262,000 332,600 374,400 385,900 441,600

87 262,800 333,300 375,400 386,700 442,500

88 263,600 334,100 376,400 387,600 443,300

89 264,200 334,900 377,200 388,400 444,100

90 264,900 335,500 378,100 389,200 445,000

91 265,600 336,100 378,900 390,000 445,900

92 266,300 336,700 379,800 390,900 446,700

93 266,900 337,100 380,700 391,700 447,500

94 381,700 392,600 448,400

95 382,500 393,500 449,300

96 383,300 394,200 450,100

97 384,100 394,900 450,900

98 385,100 395,900 451,700

99 386,100 396,900 452,500

100 387,000 397,800 453,200

101 387,700 398,400 454,000

102 388,500 399,300 454,800

103 389,400 400,100 455,600

104 390,300 401,000 456,300

105 391,100 401,700 457,000
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106 392,000 402,600 457,700

107 392,700 403,500 458,400

108 393,500 404,400 459,100

109 394,400 405,100 459,600

110 395,300 405,900 460,300

111 396,200 406,800 461,000

112 396,900 407,700 461,700

113 397,600 408,500 462,400

114 398,600 409,400 462,900

115 399,500 410,200 463,500

116 400,400 411,100 464,100

117 401,100 412,000 464,700

118 401,900 412,900 465,100

119 402,800 413,700 465,400

120 403,700 414,600 465,700

121 404,400 415,400 466,100

122 405,300 416,400

123 406,100 417,300

124 406,900 418,300

125 407,600 419,100

126 408,500 420,000

127 409,300 420,900

128 410,200 421,700

129 410,800 422,600

130 411,700 423,500

131 412,500 424,300

132 413,400 425,100

133 414,200 426,000

134 415,200 426,900

135 416,000 427,800

136 416,800 428,700

137 417,600 429,500

138 418,600 430,400

139 419,600 431,300

140 420,500 432,200

141 421,400 433,100

142 422,300 434,000

143 423,200 434,900

144 424,100 435,800

145 424,900 436,800
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146 425,900 437,600

147 426,700 438,500

148 427,600 439,400

149 428,400 440,400

150 429,400 441,100

151 430,300 442,000

152 431,200 442,900

153 431,900 443,900

154 432,900

155 433,800

156 434,700

157 435,600

158 436,500

159 437,400

160 438,300

161 439,200

再任用
職員

148,600 185,400 249,000 273,800 284,200 321,200 387,900

別紙２

別表（現行）

職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

1 127,000 139,200 189,300 229,600 249,700 297,500 371,200

2 127,800 139,900 190,900 231,400 251,700 299,800 374,300

3 128,600 140,600 192,500 233,200 253,700 302,100 377,400

4 129,400 141,300 194,100 235,000 255,700 304,400 380,500

5 130,000 142,100 195,500 236,800 257,500 306,800 383,600

6 130,800 143,000 197,200 238,800 259,600 309,400 386,900

7 131,600 143,900 198,900 240,800 261,700 312,000 390,100

8 132,400 144,800 200,600 242,700 263,800 314,600 393,300

9 133,200 145,700 202,000 244,600 265,900 317,100 396,400

10 134,100 146,900 203,800 246,600 268,100 319,800 399,700

11 135,000 148,100 205,600 248,700 270,300 322,500 403,000

12 135,900 149,300 207,400 250,800 272,400 325,100 406,200

13 136,700 150,400 209,000 252,800 274,700 327,800 408,500

14 137,600 152,000 210,900 255,000 277,000 330,700 411,800

15 138,500 153,600 212,800 257,200 279,300 333,600 414,900

職員の
区分

再任用
職員以
外の職
員
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16 139,400 155,200 214,700 259,300 281,600 336,500 418,200

17 140,100 156,600 216,600 261,400 284,000 339,400 421,200

18 141,300 158,300 218,600 263,600 286,400 342,300 424,100

19 142,500 160,000 220,600 265,800 288,800 345,200 427,100

20 143,700 161,700 222,600 267,900 291,200 348,100 430,000

21 144,700 163,300 224,200 269,900 293,400 350,900 433,100

22 146,200 165,100 226,200 272,100 295,700 353,900 436,100

23 147,700 166,900 228,200 274,300 298,100 356,900 439,000

24 149,200 168,700 230,200 276,500 300,500 359,900 442,100

25 150,700 170,400 232,000 278,600 302,600 362,400 444,900

26 152,400 172,200 234,000 280,800 305,000 365,300 448,000

27 154,100 174,000 236,000 283,000 307,400 368,300 450,900

28 155,800 175,800 238,000 285,200 309,800 371,200 454,000

29 157,600 177,400 239,800 287,400 312,000 374,300 456,800

30 159,400 179,300 241,800 289,500 314,400 377,300 459,500

31 161,200 181,200 243,800 291,600 316,800 380,300 462,000

32 163,000 183,100 245,700 293,600 319,200 383,300 464,700

33 164,800 184,700 247,700 295,500 321,400 386,300 467,000

34 166,500 186,500 249,700 297,600 323,800 389,000 469,300

35 168,200 188,300 251,700 299,700 326,200 391,800 471,500

36 169,900 190,100 253,600 301,800 328,600 394,600 473,800

37 171,500 191,900 255,300 303,700 330,900 397,100 476,100

38 173,200 193,700 257,400 306,000 333,300 399,400 478,300

39 174,900 195,500 259,500 308,200 335,700 401,800 480,300

40 176,600 197,300 261,600 310,400 338,100 404,200 482,500

41 178,300 199,100 263,600 312,500 340,400 406,600 484,500

42 179,600 200,900 265,700 314,800 342,700 408,500 486,500

43 180,900 202,700 267,800 317,100 345,000 410,500 488,500

44 182,200 204,500 269,900 319,300 347,300 412,400 490,500

45 183,300 206,400 271,800 321,500 349,300 414,300 492,300

46 184,200 208,300 273,900 323,300 351,100 415,900 493,900

47 185,000 210,200 276,000 325,100 353,000 417,500 495,500

48 185,900 212,100 278,000 326,900 354,900 419,100 497,100

49 186,600 213,800 280,000 328,600 356,300 420,700 498,700

50 187,400 215,500 282,100 330,300 357,800 421,800 500,000

51 188,200 217,300 284,200 332,000 359,300 423,000 501,300

52 189,000 219,100 286,300 333,600 360,800 424,200 502,600

53 189,700 221,000 288,200 335,200 362,300 425,300 503,600

54 190,500 222,600 290,200 336,900 363,700 426,200 504,800

55 191,300 224,200 292,200 338,500 365,100 427,200 506,000
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56 192,100 225,800 294,200 340,100 366,500 428,300 507,100

57 192,900 227,500 296,200 341,600 367,900 429,200 508,100

58 193,600 229,100 298,100 343,600 369,100 430,000 509,100

59 194,300 230,700 300,000 345,600 370,200 431,000 510,000

60 195,000 232,100 301,900 347,500 371,400 432,000 511,000

61 195,500 233,500 303,800 349,400 372,500 432,700 511,900

62 234,900 306,000 351,100 373,500 433,600 512,800

63 236,400 308,200 352,900 374,600 434,600 513,700

64 237,800 310,400 354,700 375,700 435,500 514,600

65 239,100 312,600 356,400 376,700 436,300 515,400

66 240,600 315,000 358,000 377,700 437,200 516,300

67 242,100 317,400 359,500 378,700 438,200 517,200

68 243,500 319,800 361,000 379,700 439,100 518,000

69 244,800 321,900 362,400 380,600 440,000 518,900

70 246,200 323,400 363,900 381,500 440,900 519,700

71 247,600 324,800 365,300 382,400 441,900 520,500

72 249,000 326,200 366,700 383,400 442,800 521,300

73 250,200 327,400 368,000 384,300 443,600 522,100

74 251,100 328,700 369,200 385,000 444,500 522,900

75 252,100 330,000 370,400 386,000 445,400 523,700

76 253,100 331,300 371,600 387,000 446,300 524,500

77 254,000 332,300 372,700 387,700 447,200 525,200

78 255,000 333,100 373,800 388,700 448,000 525,900

79 256,000 334,000 374,900 389,700 448,900 526,600

80 257,000 334,900 376,000 390,600 449,800 527,300

81 257,900 335,300 377,000 391,200 450,700 528,000

82 258,800 336,100 378,000 392,200 451,600

83 259,700 336,900 379,000 393,100 452,500

84 260,500 337,700 380,000 394,100 453,400

85 261,200 338,500 381,000 394,900 454,400

86 262,000 339,300 382,000 395,700 455,200

87 262,800 340,100 383,000 396,600 456,100

88 263,600 340,900 384,000 397,500 457,000

89 264,200 341,700 384,800 398,300 457,800

90 264,900 342,300 385,800 399,100 458,700

91 265,600 342,900 386,600 400,000 459,600

92 266,300 343,500 387,500 400,900 460,500

93 266,900 343,900 388,400 401,700 461,300

94 389,400 402,600 462,200

95 390,300 403,500 463,100
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96 391,100 404,300 464,000

97 391,900 405,000 464,800

98 392,900 406,000 465,600

99 393,900 407,000 466,400

100 394,800 407,900 467,200

101 395,600 408,600 468,000

102 396,400 409,500 468,800

103 397,300 410,300 469,600

104 398,200 411,200 470,400

105 399,000 412,000 471,100

106 399,900 412,900 471,800

107 400,700 413,800 472,500

108 401,500 414,700 473,200

109 402,400 415,400 473,800

110 403,300 416,300 474,500

111 404,200 417,200 475,200

112 405,000 418,100 475,900

113 405,700 418,900 476,600

114 406,700 419,800 477,200

115 407,600 420,700 477,800

116 408,500 421,600 478,400

117 409,200 422,500 479,000

118 410,100 423,400 479,600

119 411,000 424,300 480,200

120 411,900 425,200 480,800

121 412,600 426,000 481,400

122 413,500 427,000

123 414,300 428,000

124 415,200 429,000

125 415,900 429,800

126 416,800 430,700

127 417,600 431,600

128 418,500 432,500

129 419,100 433,400

130 420,100 434,300

131 420,900 435,100

132 421,800 436,000

133 422,600 436,900

134 423,600 437,800

135 424,400 438,700
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阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

  平成27年３月12日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦  

阪神水道企業団条例第３号 

   阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

 

 

136 425,300 439,600

137 426,100 440,500

138 427,100 441,400

139 428,100 442,300

140 429,000 443,200

141 429,900 444,200

142 430,900 445,100

143 431,800 446,000

144 432,700 446,900

145 433,500 447,900

146 434,500 448,800

147 435,400 449,700

148 436,300 450,600

149 437,100 451,600

150 438,100 452,400

151 439,000 453,300

152 439,900 454,200

153 440,700 455,200

154 441,700

155 442,600

156 443,500

157 444,400

158 445,400

159 446,300

160 447,200

161 448,100

再任用
職員

148,900 185,800 249,500 276,600 290,000 327,800 395,900
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改 正 後 改 正 前 

 

（給与の種類） 

第２条 省略 

２ 省略 

３ 手当の種類は、管理職手当、扶養手

当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手

当、時間外手当、休日勤務手当、夜間

勤務手当、宿日直手当、管理職員特別

勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退

職手当とする。 

 

（管理職員特別勤務手当） 

第11条の２ 管理職員特別勤務手当は、

企業長が指定する職にある職員が臨時

又は緊急の必要その他の公務の運営の

必要により阪神水道企業団職員就業時

間、休日及び休暇規程（昭和25年訓令

第99号。以下「規程」という。）第２

条第２項に規定する勤務を要しない日

又は規程第５条第２項に規定する休日

（ 次 項 に お い て 「 勤 務 を 要 し な い 日

等」という。）に勤務した場合に、当

該職員に対して支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職

員特別勤務手当は、前項に規定する職

員が災害への対処その他の臨時又は緊

急の必要により勤務を要しない日等以

外の日の午前０時から午前５時までの

間であつて正規の勤務時間以外の時間

に勤務した場合に、当該職員に対して

支給する。 

 

 

（給与の種類） 

第２条 省略 

２ 省略 

３ 手当の種類は、管理職手当、扶養手

当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手

当、時間外手当、休日勤務手当、夜間

勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤

勉手当及び退職手当とする。 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引か

れた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

この条例は、平成27年４月１日から施行する。 
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◇訓     令◇ 

 

訓令第１号 

庁中一般 

各  所 

阪神水道企業団公舎規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成27年２月27日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦  

阪神水道企業団公舎規程の一部を改正する訓令 

阪神水道企業団公舎規程（昭和44年訓令第４号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

 （使用料の額及び納付） 

第10条 省略 

２  公舎の駐車場を使用する入居者に係

る公舎の使用料の額は、前項の規定に

か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に よ る 額 に

9,300円を加算した額とする。 

３ 省略 

 

別表 公舎使用料月額表 

区  分 公舎番号 使 用 料

 
尼  崎 

 
１ 

円
32,500

〃 ２ 32,500

〃 ３ 32,500

〃 ４ 32,500

〃 ５ 32,500

〃 ６ 32,500

〃 ７ 32,500

〃 ８ 32,500

西  宮 １ 32,500

〃 ２ 32,500

〃 ３ 32,500

〃 ４ 32,500

 

 

（使用料の額及び納付） 

第10条 省略 

２  公舎の駐車場を使用する入居者に係

る公舎の使用料の額は、前項の規定に

か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に よ る 額 に

3,100円を加算した額とする。 

３ 省略 

 

別表 公舎使用料月額表 

区  分 公舎番号 使 用 料

尼  崎 
 

１ 
円

19,100

〃 ２ 19,100

〃 ３ 19,100

〃 ４ 19,100

〃 ５ 19,100

〃 ６ 19,100

〃 ７ 19,100

〃 ８ 19,100

西  宮 １ 19,100

〃 ２ 19,100

〃 ３ 19,100

〃 ４ 19,100
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〃 ５ 32,500

〃 ６ 32,500

〃 ７ 32,500

〃 ８ 32,500

 

〃 ５ 19,100

〃 ６ 19,100

〃 ７ 19,100

〃 ８ 19,100

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた

部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、平成27年３月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成27年３月１日から同年８月31日までの間における改正後の阪神水道企業団公舎

規程第10条第２項及び別表の規定の適用については、同項中「9,300円」とあるのは

「6,200円」と、同表中「32,500円」とあるのは「25,800円」とする。 

 

◇管 理 規 程◇ 

 

阪神水道企業団管理規程第１号 

阪神水道企業団財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

平成27年２月17日 

阪神水道企業団 

企業長 山 中   敦  

阪神水道企業団財務規程の一部を改正する規程 

阪神水道企業団財務規程（平成26年管理規程第３号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（減損損失の認識） 

第 127 条  企業長は、固定資産に減損の

兆候が認められた場合は、当該固定資

産について、減損損失を認識するかど

うかの判定を行わなければならない。 

２及び３ 省略 

 

（減損損失の認識） 

第 127 条  財務課長は、固定資産に減損

の兆候が認められた場合は、当該固定

資産について、減損損失を認識するか

ど う か の 判 定 を 行 わ な け れ ば な ら な

い。 

２及び３ 省略 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた

部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 
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３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

附 則 

この規程は、平成27年２月１７日から施行する。 

 

◇告     示◇ 

 

阪神水道企業団告示第３号 

 平成27年第１回阪神水道企業団議会定例会において議決された、平成27年度阪神水道

企業団水道事業会計予算は、次のとおりである。 

  平成 27 年３月 12 日 

阪神水道企業団      

企業長 山 中   敦  

   平成27年度阪神水道企業団水道事業会計予算 

（総 則） 

第１条 平成 27 年度阪神水道企業団水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

  

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

（資本的収入及び支出）   

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額 9,582,792 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

   　（給水市名）　 　 （１日平均給水量）     （年間総給水量）

    　神 戸 市 ｍ3 ｍ 3

   　　尼 崎 市 ｍ3 ｍ 3

   　　西 宮 市 ｍ3 ｍ 3

   　　芦 屋 市 ｍ3 ｍ 3

   　 　　計 ｍ3 ｍ 3

10,886,670

131,953

789,602 288,994,332

167,396,322457,367

170,537 62,416,542

29,745

48,294,798

  第１款　水道事業収益 千円

　　第１項 千円

　　第２項 千円

　　第３項 千円

  第１款　水道事業費用 千円

　　第１項 千円

　　第２項 千円

　　第３項 千円

　　第４項 千円

収　　　　入

22,462,943

予 備 費

1,609,196

1,477,417

19,376,330営 業 収 益

営 業 外 収 益

特 別 利 益

2,795,794

支　　　　出

21,417,535

18,208,737営 業 費 用

特 別 損 失

5,000

408,004

営 業 外 費 用
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支調整額 252,202 千円、当年度純利益 731,320 千円及び損益勘定留保資金 8,599,270

千円で補てんするものとする。）。 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

る。 

  

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

起債の目的及び限度額   導送配水管路整備事業費充当のため 325,000 千円 

起 債 の 方 法   国又は銀行その他から普通貸借の方法により借入れ、財

政又は事業の進捗の都合により、後年度に繰り下げて借

入れをすることができる。 

  利       率   年 4.9％以内 

  償 還 の 方 法   本年度の元金は、借入れの翌日から５年以内を据置き、

その後 40 年以内に毎年度元利均等その他の方法により償

還する。なお、借入先の融通条件に変更あるときはその

  第１款　資本的収入 千円

　　第１項 千円

　　第２項 千円

　　第３項 千円

　　第４項 千円

　　第５項 千円

　　第６項 千円

  第１款　資本的支出 千円

　　第１項 千円

　　第２項 千円

　　第３項 千円

　　第４項 千円

　　第５項 千円

水 利 負 担 金

7,942

592,000出 資 金 返 還 金

325,000

1,102,414

3,828,586

11,010,867

658

1

569,407

6,012,932

支　　　　出

国庫補助金返還金

1

企 業 債 償 還 金

建 設 改 良 費

国 庫 補 助 金

工 事 負 担 金

固定資産売却代金

そ の他 資本 収 入

1

企 業 債

出 資 金

1,428,075

収　　　　入

平成２７年度から
平成２８年度まで

243,000

平成２７年度から
平成２９年度まで

312,984

1,534,888

平成２７年度から
平成３１年度まで

556,968

平成２７年度から
平成２８年度まで

千円

猪 名 川 浄 水 場
改 修 工 事 そ の ２

514,516
平成２７年度から
平成３１年度まで

大 道 取 水 場 改 修 工 事

浄 水場 運転 管理 業務 委託
（ 平 成 28 年 1 月 ～ ）

取 水場 運転 管理 業務 委託
（ 平 成 28 年 3 月 ～ ）

宝塚市新規供給施設築造工事

期間 限度額事　　　項　
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融通条件に従う。ただし、財政の都合その他によっては

定額以上を償還し、又は前記利率の範囲内で借換えする

ことができる。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、2,000,000 千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

⑴ 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間 

 の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の

経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費を

これらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 ⑴ 職 員 給 与 費 2,297,698 千円 

 ⑵ 交   際   費 238 千円 

（構成団体からの補助金） 

第 10 条 企業債利息、水道水源施設等建設事業割賦負担金利息及び児童手当の一部に充

当するため、構成団体から補助を受ける金額は、81,590 千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第 11 条 たな卸資産の購入限度額は、835,447 千円と定める。 

 

◇公     告◇ 

 

阪神水道企業団公告 

 下記の業務について、公募型プロポーザル方式に係わる手続を開始するので、次のと

おり公告する。 

  平成2 7年３月２日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  

１ 業務概要 

 ⑴ 業務名称 

   平成2 7年度尼崎浄水場特別開放イベント企画・運営業務 

 ⑵ 業務内容 

   阪神水道企業団（以下「企業団」という。）の尼崎浄水場で開催する尼崎浄水場

特別開放イベントの企画・運営業務及びこれに係る付帯業務 

※ 内容については、平成2 6年度尼崎浄水場特別開放イベント概要（別添）を参

照すること。 

 ⑶ 履行期間 
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   平成2 7年４月１日㈬から平成2 7年７月1 0日㈮まで 

※ イベント実施日 平成2 7年６月７日㈰ 

 ⑷ 上限金額 

   5,400千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ プロポーザルを求める内容 

  上記業務の実施に当たってプロポーザルを求める内容は次のとおりとする。 

⑴ イベント内容とイベント運営に当たっての創意工夫に対する考え方 

イベント内容とイベント運営に当たって創意工夫を凝らす事項（企業団及び水道

事業のＰＲ、集客方法、イベント内容、会場レイアウト、仮設物の設置及び会場設

営、運営及び撤去中の安全対策並びに会場の管理運営等） 

⑵ 業務経費の算定（見積価格） 

   本業務を受託した場合の見込み経費について、見積書及び積算根拠となる内訳 

３ 参加資格  

  プロポーザルに参加する者は、次の項目全てに該当する者とする。  

 ⑴ 企業団における平成27・28年度競争入札参加資格（その他（役務））を有してい

る者であること。  

⑵ 地方自治法施行令（昭和2 2年政令第1 6号）第167条４の規定に該当しない者であ

ること。 

 ⑶ 公募型プロポーザル参加表明書の提出期限において、企業団指名停止基準に基づ

く指名停止を受けていないこと。  

⑷ 会社更生法（平成1 4年法律第154号）に基づく再生手続開始の申立て又は民事再

生法（平成1 1年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者

であること（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生

手続開始の決定があった場合を除く。）。  

 ⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7 7号）第２条

第６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与

している団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

２号に規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助

を行っている団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団

体ではないこと。  

 ⑹ 消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない者であること。  

 ⑺ 過去５年間（平成2 2年度から平成2 6年度まで）に、国又は都道府県等、公共事業

体において、施設の見学や事業の啓蒙を目的としたイベント業務を受注し、実施し

た実績を有すること。 

 ⑻ 委託期間において、常に迅速に連絡調整可能な体制を維持できる者であること。 

４ 参加表明に必要な書類と記載上の留意事項 

 ⑴ 参加表明に必要な書類は次のとおりとし、記載する場合の文字サイズは1 0ポイン

ト以上とする。 

  ア 参加表明書（様式－１） 

  イ 誓約書(様式－２) 
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  ウ ３－⑺に記載する過去５年間の業務実績（様式－３） 

  エ その他必要書類（様式任意） 

５ 参加表明書及びその他必要書類（以下「参加表明書等」という。）の提出方法、提

出先及び提出期限 

 ⑴ 提出方法 

   参加表明書等は、持参により提出すること。 

 ⑵ 提出先及び提出期限 

  ア 提出先（受付担当） 

    〒658-0073 神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

    総務部総務課契約係 TEL 0 7 8-4 3 1-1902 

  イ 受付期間 公告の日から平成2 7年３月６日㈮まで（土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）毎日午前９時0 0分から午後５時0 0分まで（午前1 1時3 0分から

午後１時3 0分までを除く。） 

６ 参加表明後の流れ 

 ⑴ スケジュール 

   本業務委託の契約までの日程については次のとおり予定している。 

項目 日程 

参加表明書提出の受付及び提案説明書配付 公告の日～３月６日㈮ 

提案書提出の受付 ～３月23日㈪ 

プレゼンテーションの実施 ３月24日㈫ 

提案書の特定及び契約締結 ４月１日㈬～ 

 

 ⑵ 提案説明書の配付 

   参加表明書の提出者に対して、企業団から提案説明書を配付する。 

 ⑶ 業務委託者の特定方法 

   提出された参加表明書及び提案書に対して、企業団において設置する「評価委員

会」で一定の評価基準に基づく審査を実施し、 も優れた提案書を特定する。ただ

し、参加表明時において、資格要件や必要書類など参加表明書に不備があった者は

失格となり、提案書の評価は行わない。 

７ 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が200万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等に

ついての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

８ その他の留意事項 

 ⑴ 委託業務の内容に係る説明会等は行わない。 

 ⑵ 参加表明書等の作成及び提出に関する費用は提出者の負担とする。 

 ⑶ 参加表明書等に虚偽の記載をした場合には、提出された参加表明書を無効とする

とともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

 ⑷ 参加者のうち、企業団の契約に係る指名停止を受けた場合は提出された参加表明
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書を無効とする。 

 ⑸ 提出された参加表明書等は返却しない。また、提出された参加表明書等は業務委

託者の特定以外には使用しない。 

 ⑹ その他本書に記載のない事項、質問事項等については、５⑵に記載した受付担当

に問い合わせること。 

 ⑺ 契約を締結した者は、この業務委託の一部について締結する再委託契約及びその

他のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「再委託等」という。）を締結する

場合において、その契約金額（同一の者と複数の再委託等を締結する場合は、その

合計金額）が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団でないこと等について

の誓約書を提出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特約」第３項の規

定によりこの項に準じて再委託等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含

む。）を企業団に提出すること。 

 ⑻ 本案件は、平成2 7年度における当該予算の議会の可決を得て実施するものである

ため、当該予算が否決の際は本案件及び本案件に係る契約締結は行わない。 

 

様式－1

参 加 表 明 書 

平成  年  月  日 

阪神水道企業団 企業長 様 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者 名                印

下記業務の提案書に基づく選定に参加したいので、これに必要な書類を提出

します。 

記 

１ 公告日 平成27年３月２日 

２ 業務名 平成27年度尼崎浄水場特別開放イベント企画・運営業務 

                       担当部署 

                       担当者名 

                       Ｔ Ｅ Ｌ 

                      Ｆ Ａ Ｘ 

                      Ｅ– mail 
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様式－２

誓 約 書 

平成  年  月  日 

阪神水道企業団 企業長 様 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者 名                印

「平成2 7年度尼崎浄水場特別開放イベント企画・運営業務」のプロポーザル

参加申込みを行うに当たり、同業務に関する阪神水道企業団公告に記載されて

いる参加資格要件を全て満たしていることを誓約いたします。 

なお、企業団より参加資格要件に関して必要な書類の提出を求められた場合

には、速やかに必要書類を提出いたします。 

また、提案説明書受領後において、参加資格要件のいずれかを満たしていな

いことが判明した場合、企業団が行う措置（参加資格の取消し、契約解除等）

に従います。 

 

様式－３

・過去５年間の業務実績 

業務(イベント)名 
 

契約金額  

履行期間  

発注機関名 

住所 

TEL 

 

 

業務の概要 

 

 

イベントの特徴 

 

 

注１：業務の概要及びイベントの特徴については、具体的に記述すること 

注２：企業が業務を実施したことを証明できる契約書、特記仕様書等の写しを添付すること。

また、必要に応じて業務の内容がわかる成果品の一部又は全部を添付すること。 
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阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号。以下「自治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年

管理規程第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成27年３月９日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  

１ 入札に付する事項  

 ⑴ 購入物品  

  ア 次亜塩素酸ナトリウム（１トン当たり） 4,181,800kg（概算） 

  イ 硫酸アルミニウム（１トン当たり）   8,873,401kg（概算） 

  ウ 苛性ソーダ（１トン当たり）      2,649,221kg（概算） 

  エ 硫酸（１トン当たり）          126,450kg（概算） 

 ⑵ 購入物品の特質等   仕様書による。 

 ⑶ 契約期間   平成27年４月１日㈬から平成28年３月31日㈭まで 

 ⑷ 納入場所及び納入方法 仕様書による。 

 ⑸ 入札方法 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札により上記⑴アからエの物品ごとに入札に付

する。入札金額は、１トン当たりの単価とする。 

  イ 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数を切

り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 ⑹ 支払方法   部分払い有 

 ⑺ 前 金 払   なし 

 ⑻ 予定価格   非公表 

 ⑼ 入札保証金  免除 

 ⑽ 契約保証金  免除 

２ 応募方法 単独企業による。 

３ 入札参加資格 

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項 

   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。 

 ⑵ 個別資格要件事項 

  ア 阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成27・28年度競争入札

参加資格（物品：水道用浄化薬品）を有していること。 

  イ 平成17年度以降において、国及び地方公共団体若しくはこれらに準ずる機関に、
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購入仕様書に記す同種又は類似する物品について、納入実績を有すること。 

  ウ 上記１⑴アの物品については、兵庫県の阪神地区及び大阪市内又はその隣接市

町に製造工場を有していること。 

  エ 物品の納入に際し、企業団の要請に応じて指定数量を迅速に納入することがで

きる体制が整備されていること。 

  オ 何らかの事象により製造元の工場が稼動出来ない事態に陥った場合等でも、緊

急時対応として製造元の責任において代替となる物品の供給が可能であること。

なお、これを証する書類を提出すること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企 業 団 ホ ー ム ペ ー ジ （ http://www.hansui.or.jp/又 は http://www.hansui.org/）

「入札・契約情報」内の当該入札公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）か

らダウンロードすること。ダウンロードできない環境にある場合は、総務課契約係

（ 本 庁 舎 ３ 階 ） で 配 付 す る の で 、 事 前 に 連 絡 す る こ と （ 電 話 (078)431－ 1902（ 直

通））。 

５ 入札（郵便入札）参加申込方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（日付は申込日を記入すること。）

（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ 同種又は類似する物品の納入実績調書（様式第２号） 

  エ 上記３⑼に規定する書類（指定様式） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成27年３月24日㈫まで（必着） 

６ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成27年３月25日㈬ 

  ア 次亜塩素酸ナトリウム 午後１時30分から 

  イ 硫酸アルミニウム   午後１時45分から 

  ウ 苛性ソーダ      午後２時00分から 

  エ 硫酸         午後２時15分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

７ その他留意事項 

本案件は、平成27年度における当該予算の議会の可決を得て実施するものであるた

め、当該予算が否決の際は本案件に係る契約締結は行わない。 
 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通）  

ＦＡＸ(078)431-2664  
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阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号。以下「自治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年

管理規程第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成27年３月９日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  

１ 入札に付する事項  

 ⑴ 購入物品   粒状活性炭   1,099㎥ 

 ⑵ 購入物品の特質等   仕様書による。 

 ⑶ 契約期間   平成27年４月１日㈬から平成28年３月31日㈭まで 

 ⑷ 納入場所及び納入方法並びに有効利用   仕様書による。 

 ⑸ 入札方法 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札により入札に付する。入札金額は、合計金 

   額とする。ただし、落札決定基準として使用済み粒状活性炭全量を有償での有効

利用が可能な者は、粒状活性炭購入価格から使用済み粒状活性炭買取価格を差し

引きし、有効利用が不可能な者は入札価格に企業団が算出した使用済み粒状活性

炭処分費を上乗せした金額での競争とする。  

  イ 落札者決定に当たっては、入札書のＡに記載された金額に当該金額の100分の８

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数

を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 ⑹ 支払方法   部分払い有 

 ⑺ 前 金 払   なし 

 ⑻ 予定価格   非公表 

⑼ 入札保証金  免除 

⑽ 契約保証金  免除 

２ 応募方法   単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項 

   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。 

 ⑵ 個別資格要件事項 

  ア 阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成27・28年度競争入札

参加資格（物品：水道用浄化薬品）を有していること。 

  イ 平成17年度以降において、国及び地方公共団体若しくはこれらに準ずる機関に、
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購入仕様書に記す同種又は類似する物品について、納入実績を有すること。 

  ウ 上記１⑴の物品については、当企業団において過去に納入実績のある製造業者

（クラレケミカル㈱、日本エンバイロケミカルズ㈱、キャボット・ノリット・ジ

ャパン㈱、カルゴンカーボンジャパン㈱、㈱キャタラー、ダイネン㈱、朝日沪過

材㈱）のうち、いずれか１社の製品とすること。  

  エ 物品の納入に際し、企業団の要請に応じて指定数量を迅速に納入することがで

きる体制が整備されていること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企 業 団 ホ ー ム ペ ー ジ （ http://www.hansui.or.jp/又 は http://www.hansui.org/）

「入札・契約情報」内の当該入札公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）か

らダウンロードすること。ダウンロードできない環境にある場合は、総務課契約係

（ 本 庁 舎 ３ 階 ） で 配 付 す る の で 、 事 前 に 連 絡 す る こ と （ 電 話 (078)431－ 1902（ 直

通））。 

５ 入札（郵便入札）参加申込方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（日付は申込日を記入すること。）

（様式第１号） 

  イ 入札書（活性炭購入用指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ 同種又は類似する物品の納入実績調書（様式第２号） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成27年３月24日㈫まで（必着） 

６ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成27年３月25日㈬ 午後２時30分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

７ その他留意事項 

 ⑴ 本案件は、平成27年度における当該予算の議会の可決を得て実施するものである

ため、当該予算が否決の際は本案件に係る契約締結は行わない。 

 ⑵ 落札者が使用済活性炭全量を有償での有効利用が可能な場合は、入札書に記載さ

れた、使用済活性炭買取単価にて、別途契約を締結するものとする。 
 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 
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阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理規程第１号）第４条の

規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成27年３月９日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   委管事第８号 

   委 託 名   エレベータ設備保守業務委託その２ 

 ⑵ 委託場所   尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番65号) 

 ⑶ 委託概要   管理本館及び活性炭処理棟用エレベータ設備の年間保守業務を 

         行う。 

  ア 管理本館用エレベータ（日立製）   １基 

    保守点検1 1回及び定期検査１回 

  イ 活性炭処理棟用エレベータ（日立製） １基 

    保守点検1 1回及び定期検査１回 

 ⑷ 委託期間   平成27年４月１日㈬から平成28年３月31日㈭まで 

 ⑸ 支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑹ 前 金 払   なし 

 ⑺ 予定価格   非公表 

 ⑻ 低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   １年 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  免除  

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項  

   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。  

 ⑵ 個別資格要件事項  

   平成17年度以降において、国、地方公共団体若しくはこれらに準ずる機関発注工

事の元請として、仕様書に記す設備対象機器と同等機器の保守及び定期検査の実績

を有すること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.org/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウン
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ロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事

前に連絡すること（電話(078)431－1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに掲

載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、

ＦＡＸ（(078)431－2664）により提出すること。 

 ⑴ 受付期限   平成27年３月16日㈪ 午後５時00分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成27年３月19日㈭に入札公告ページに掲載する。ただし、入札

公告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。入札

参加者は、この回答を必ず確認すること。 

６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（日付は申込日を記入すること。）

（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ 同種又は類似工事（業務）の施工（履行）実績（様式第２号） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成27年３月24日㈫まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成27年３月25日㈬ 午後２時45分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

８ その他留意事項 

  本案件は、平成27年度における当該予算の議会の可決を得て実施するものであるた

め、当該予算が否決の際は本案件に係る契約締結は行わない。 
 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 

                                         

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理規程第１号）第４条の

規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 
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  平成27年３月９日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  

１ 入札に付する事項  

 ⑴ 起工番号   工管事第１号  

   工  事  名   導水ポンプ用電動機二次回路点検整備工事  

 ⑵ 工事場所   大道取水場（大阪市東淀川区大道南２丁目９番20号） 

          淀川取水場（大阪市淀川区西中島２丁目１番27号） 

 ⑶ 工事概要   大道取水場及び淀川取水場の導水ポンプ用電動機二次回路の点 

         検整備（２カ月毎、年６回）を行う。 

  ア 集電装置部、起動抵抗器及び起動制御盤点検整備 一式（９台×６回） 

  イ 組合せ試験工（絶縁抵抗測定）         一式 

 ⑷ 工事期間   契約締結日の翌日から平成28年３月18日㈮まで 

 ⑸ 支払方法   完成払い  

 ⑹ 前  金  払   なし  

 ⑺ 予定価格   事後公表 

 ⑻ 低制限価格 設定あり 

 ⑼ 担保期間   １年 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  保険会社との間に阪神水道企業団（以下「企業団」という。）を

被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合100分の５

以上）を締結し、その証書を提出すること。  

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項  

   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。  

 ⑵ 個別資格要件事項  

  ア 企業団における平成27・28年度競争入札参加資格（登録工種：電気工事）を有

していること。 

  イ 平成17年度以降において、国、地方公共団体若しくはこれらに準ずる機関発注

工事の元請として、仕様書に記す同等容量の設備施工実績を有すること。  
４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.org/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウン

ロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事

前に連絡すること（電話(078)431－1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに掲
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載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、

ＦＡＸ（(078)431－2664）により提出すること。 

 ⑴ 受付期限   平成27年３月16日㈪ 午後５時00分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成27年３月19日㈭に入札公告ページに掲載する。ただし、入札

公告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。入札

参加者は、この回答を必ず確認すること。 

６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（日付は申込日を記入すること。）

（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ 同種又は類似工事（業務）の施工（履行）実績（様式第２号） 

  エ 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成27年３月24日㈫まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成27年３月25日㈬ 午後３時00分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

８ その他留意事項 

  本案件は、平成27年度における当該予算の議会の可決を得て実施するものであるた

め、当該予算が否決の際は本案件に係る契約締結は行わない。 
 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 

                                         

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理規程第１号）第４条の

規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成27年３月９日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  
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１ 入札に付する事項  

 ⑴ 委 託 名   平成27～29年度本庁舎及び送水センター等清掃業務委託（長期 

         継続契約） 

 ⑵ 委託場所   本庁舎及び敷地内（神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号） 

          送水センター（西宮市上大市３丁目２番5 3号） 

          西宮ポンプ場（西宮市室川町２番3 2号） 

          送水センター所管各施設（仕様書のとおり） 

 ⑶ 委託概要   本庁舎 ５回／週 

          送水センター（管理棟） １回／週 

          送水センター（構内・ポンプ室）、西宮ポンプ場及び配水池等 

          １回／隔週 

 ⑷ 委託期間   平成27年４月１日㈬から平成30年３月3 1日㈯まで 

         （本件は地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約である。） 

 ⑸ 支払方法   月１回払い 

 ⑹ 前 金 払   なし 

 ⑺ 予定価格   事後公表 

 ⑻ 低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   なし 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  保険会社との間に阪神水道企業団（以下「企業団」という。）を

被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合100分の５

以上）を締結し、その証書を提出すること。  

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項  

   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。  

 ⑵ 個別資格要件事項  

   企業団における平成27・28年度競争入札参加資格（役務：清掃）を有しているこ

と。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.org/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウン

ロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事

前に連絡すること（電話(078)431－1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに掲

載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、

ＦＡＸ（(078)431－2664）により提出すること。 



    平成 27 年 3月 16 日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第 278 号     

 - 33 -

 ⑴ 受付期限   平成27年３月16日㈪ 午後５時00分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成27年３月19日㈭に入札公告ページに掲載する。ただし、入札

公告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。入札

参加者は、この回答を必ず確認すること。 

６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（日付は申込日を記入すること。）

（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成27年３月24日㈫まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成27年３月25日㈬ 午後３時10分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

８ その他留意事項 

  本案件は、平成27年度における当該予算の議会の可決を得て実施するものであるた

め、当該予算が否決の際は本案件に係る契約締結は行わない。 
 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 

                                         

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理規程第１号）第４条の

規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成27年３月９日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  

１ 入札に付する事項  

 ⑴ 委 託 名   平成27～28年度事業場清掃業務委託（長期継続契約） 

 ⑵ 委託場所   大道取水場（大阪市東淀川区大道南２丁目９番2 0号） 

          淀川取水場（大阪市淀川区西中島２丁目１番2 7号） 



    平成 27 年 3月 16 日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第 278 号     

 - 34 -

          猪名川浄水場（尼崎市田能５丁目1 1番１号） 

          尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番6 5号） 

          水質試験所（尼崎市田能５丁目1 1番１号） 

 ⑶ 委託概要   大道取水場  １回／月 

          淀川取水場  １回／月 

          猪名川浄水場 ５回／週 

          尼崎浄水場  ５回／週～１回／月 

          水質試験所  ２回／週 

 ⑷ 委託期間   平成27年４月１日㈬から平成29年３月3 1日㈮まで 

         （本件は地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約である。） 

 ⑸ 支払方法   月１回払い 

 ⑹ 前 金 払   なし 

 ⑺ 予定価格   事後公表 

 ⑻ 低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   なし 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  保険会社との間に阪神水道企業団（以下「企業団」という。）を

被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合100分の５

以上）を締結し、その証書を提出すること。  

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項  

   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。  

 ⑵ 個別資格要件事項  

   企業団における平成27・28年度競争入札参加資格（役務：清掃）を有しているこ

と。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.org/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウン

ロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事

前に連絡すること（電話(078)431－1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに掲

載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、

ＦＡＸ（(078)431－2664）により提出すること。 

 ⑴ 受付期限   平成27年３月16日㈪ 午後５時00分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 
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 ⑶ 回 答 日   平成27年３月19日㈭に入札公告ページに掲載する。ただし、入札

公告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。入札

参加者は、この回答を必ず確認すること。 

６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（日付は申込日を記入すること。）

（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成27年３月24日㈫まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成27年３月25日㈬ 午後３時20分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

８ その他留意事項 

  本案件は、平成27年度における当該予算の議会の可決を得て実施するものであるた

め、当該予算が否決の際は本案件に係る契約締結は行わない。 
 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 

                                         

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理規程第１号）第４条

の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成27年３月９日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 件  名   自動車任意保険 一式 

 ⑵ 概  要   自動車任意保険契約の締結（仕様書のとおり） 

 ⑶ 保険期間   平成27年４月11日㈯午後４時から 

          平成28年４月11日㈪午後４時まで 

 ⑷ 支払方法   一括払い 

 ⑸ 前 金 払   なし 
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 ⑹ 予定価格   非公表 

 ⑺ 低制限価格 設定なし  

 ⑻ 担保期間   設定なし 

 ⑼ 入札保証金  免除 

 ⑽ 契約保証金  免除 

 ⑾ 担保保証金  設定なし 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項 

   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。 

 ⑵ 個別資格要件事項 

  ア 損害保険業免許を取得していること。又は損害保険業免許を取得している者と

代理店契約を締結していること。 

  イ 神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市のいずれかに事業所（本店、支店、営業所

等）を有し、事故発生時に迅速な対応ができる者であること。 

  ウ 平成22年度以降において、国及び地方公共団体若しくはこれらに準ずる機関と

契約実績を有すること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企 業 団 ホ ー ム ペ ー ジ （ http://www.hansui.or.jp/又 は http://www.hansui.org/）

「入札・契約情報」内の当該入札公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）か

らダウンロードすること。ダウンロードできない環境にある場合は、総務課契約係

（ 本 庁 舎 ３ 階 ） で 配 付 す る の で 、 事 前 に 連 絡 す る こ と （ 電 話 (078)431－ 1902（ 直

通））。 

５ 入札（郵便入札）方法  

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（日付は申込日を記入すること。）

（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ 損害保険業免許の写し又は損害保険業免許を取得している者との代理店契約書

の写し 

  エ 同種又は類似する保険の契約実績調書（様式第２号の３） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成27年３月24日㈫まで（必着） 

６ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成27年３月25日㈬ 午後３時30分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

７ その他留意事項 
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  本案件は、平成27年度における当該予算の議会の可決を得て実施するものであるた

め、当該予算が否決の際は本案件に係る契約締結は行わない。 
 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 

                                         

阪神水道企業団公告 

 事後審査型条件付き一般競争入札により契約を締結するので、次のとおり公告する。 

 本入札案件は兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）

を利用して行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、「兵庫県電子入札

共同運営システム利用規約」及び「兵庫県電子入札共同運営システム阪神水道企業団運

用基準」に従って行う。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「電子入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成27年３月９日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   工工第１号 

   工 事 名   管路点検整備工事 

 ⑵ 工事場所   大阪市東淀川区大道南２丁目９番20号～神戸市灘区篠原北町４丁

目14番地先 

 ⑶ 工事概要   当企業団全管路を対象とする管路施設に関する点検整備及び異常

発生時の初動対応を行う。 

  ア 弁点検取替工    一式 

  イ 鉄蓋修理工     一式 

  ウ 管理坑点検工    一式 

  エ サージタンク点検工 一式 

  オ 共同溝点検工    一式 

  カ 管内調査工     一式 

  キ 管路点検工     一式 

  ク 緊急対応工     一式 

 ⑷ 工事期間   平成27年４月１日㈬から平成28年３月31日㈭まで 

 ⑸ 支払方法   完成払い 

 ⑹ 前 金 払   あり 

 ⑺ 予定価格   事後公表 

 ⑻ 低制限価格 設定あり 

 ⑼ 担保期間   １年 
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 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  保険会社との間に阪神水道企業団（以下「企業団」という。）を

被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合100分の５

以上）を締結し、その証書を提出すること。 

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項 

   「電子入札公告共通事項」に記載のとおり。 

 ⑵ 個別資格要件事項 

  ア 企業団における平成27・28年度競争入札参加資格（登録工種：土木一式工事及

び水道施設工事）を有していること。 

  イ 神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市のいずれかに本店を有すること。 

  ウ 平成22年度以降において、当企業団発注工事の元請として、口径300mm以上の鉄

管又は鋼管の据付け及び継手工事を完成させた実績を有すること。 

４ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、電子入札システム上の質問回答機能によらず、

次のとおり電子メール（入札公告ページに掲載の指定様式）により受け付ける。 

 ⑴ 受付期限   平成27年３月16日㈪ 午後５時00分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成27年３月19日㈭に入札公告ページに掲載する。 

          入札参加者は、この回答を必ず確認すること。 

５ 入札参加申込方法 

 ⑴ 電子入札の場合 

  ア 提出書類 

   (ｱ) 条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号。申込者の印を押印のこと。） 

   (ｲ) 同種又は類似工事（業務）の施工（履行）実績（様式第２号） 

   (ｳ) 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

  イ 受付期間   公告日から平成27年３月24日㈫まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）電子入札システムの稼働時間内（午前９時00分から午

後８時00分。ただし、 終日は午後５時00分まで） 

  ウ 留意事項   添付書類のファイル容量が１ＭＢを超える場合は、電子入札シ

ステム上で資料目録（様式第６号）を送信し、添付書類を次の電

子メールアドレス宛に送信又は持参により提出すること。 

           阪神水道企業団総務課契約係 宛 

           E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑵ 紙入札の場合 

   紙入札（紙の入札書を提出して行う入札をいう。以下同じ。）による入札を希望
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する者は、やむを得ない事情により電子入札システムを使用して入札に参加できな

い場合のみとし、次のとおり紙入札参加に必要な書類を持参により提出すること。

郵送は認めない。 

  ア 提出書類 

   (ア) 紙入札参加承認願（様式第５号。電子入札システムを使用できない理由を記

載のこと。） 

   (イ) 上記５⑴アに示す提出書類 

  イ 提出場所   本庁舎 ３階 総務部総務課契約係 

           神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

  ウ 受付期間   公告日から平成27年３月23日㈪まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）毎日午前９時3 0分から午後４時3 0分まで（午前1 1時3 0

分から午後１時3 0分までを除く。） 

６ 入札書提出期間及び方法 

 ⑴ 電子入札システムにより入札する場合 

  ア 提出期間   第１日目 平成27年３月25日㈬午前９時00分から午後８時00分

まで 

           第２日目 平成27年３月26日㈭午前９時00分から午後３時00分

まで 

  イ 方  法   電子入札システムにより、入札書に工事費内訳書（設計書に示

す様式）を添付して送信すること。入札書、入札書受信確認通知

及び入札書受付票は控えとして印刷し保存すること。 

 ⑵ 紙入札により入札する場合（紙入札の承認を得た場合に限る。） 

  ア 提出期限   入札日第２日目の午後３時00分まで 

  イ 方   法   企業団本庁舎３階総務部総務課契約係まで入札書及び工事費内

訳書を持参により提出すること。郵送は認めない。 

７ 開札日時   平成27年３月27日㈮ 午前９時30分から 

８ その他留意事項 

  本案件は、平成27年度における当該予算の議会の可決を得て実施するものであるた

め、当該予算が否決の際は本案件に係る契約締結は行わない。 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 

                                         

阪神水道企業団公告 

 事後審査型条件付き一般競争入札により契約を締結するので、次のとおり公告する。 

 本入札案件は兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）

を利用して行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、「兵庫県電子入札

共同運営システム利用規約」及び「兵庫県電子入札共同運営システム阪神水道企業団運
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用基準」に従って行う。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「電子入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成27年３月13日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   委管事第１号 

   委 託 名   沈澱池トラフ清掃業務委託 

 ⑵ 委託場所   猪名川浄水場（尼崎市田能５丁目11番１号） 

          尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番65号） 

 ⑶ 委託概要   猪名川浄水場のⅠⅡ・Ⅲ系沈澱池（合計18池）のトラフ及び傾斜

管の清掃並びに、尼崎浄水場の沈澱池（８池）のトラフ及び傾斜板

の清掃を行う。 

  ア 猪名川浄水場 ⅠⅡ系トラフ・傾斜管清掃作業 68回 

           Ⅲ系トラフ・傾斜管清掃作業  64回 

           ⅠⅡ系トラフ清掃作業     ６回 

           Ⅲ系トラフ清掃作業      ４回 

  イ 尼崎浄水場  トラフ・傾斜板清掃作業    64回 

           トラフ清掃作業        ４回 

 ⑷ 委託期間   平成27年４月１日㈬から平成28年３月31日㈭まで 

 ⑸ 支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑹ 前 金 払   なし 

 ⑺ 予定価格   事後公表 

 ⑻ 低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   なし 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  保険会社との間に阪神水道企業団（以下「企業団」という。）を

被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合100分の５

以上）を締結し、その証書を提出すること。 

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項 

   「電子入札公告共通事項」に記載のとおり。 

 ⑵ 個別資格要件事項 

   企業団における平成27・28年度競争入札参加資格（役務：清掃）を有している 

  こと。 

４ 設計図書に関する質問 
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  設計図書に関して質問があるときは、電子入札システム上の質問回答機能によらず、

次のとおり電子メール（入札公告ページに掲載の指定様式）により受け付ける。 

 ⑴ 受付期限   平成27年３月18日㈬ 午後５時00分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成27年３月20日㈮に入札公告ページに掲載する。 

          入札参加者は、この回答を必ず確認すること。 

５ 入札参加申込方法 

 ⑴ 電子入札の場合 

  ア 提出書類 

    条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号。申込者の印を押印のこと。） 

  イ 受付期間   公告日から平成27年３月25日㈬まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）電子入札システムの稼働時間内（午前９時00分から午

後８時00分。ただし、 終日は午後５時00分まで） 

  ウ 留意事項   添付書類のファイル容量が１ＭＢを超える場合は、電子入札シ

ステム上で資料目録（様式第６号）を送信し、添付書類を次の電

子メールアドレス宛に送信又は持参により提出すること。 

           阪神水道企業団総務課契約係 宛 

           E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑵ 紙入札の場合 

   紙入札（紙の入札書を提出して行う入札をいう。以下同じ。）による入札を希望

する者は、やむを得ない事情により電子入札システムを使用して入札に参加できな

い場合のみとし、次のとおり紙入札参加に必要な書類を持参により提出すること。

郵送は認めない。 

  ア 提出書類 

   (ア) 紙入札参加承認願（様式第５号。電子入札システムを使用できない理由を記

載のこと。） 

   (イ) 上記５⑴アに示す提出書類 

  イ 提出場所   本庁舎 ３階 総務部総務課契約係 

           神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

  ウ 受付期間   公告日から平成27年３月24日㈫まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）毎日午前９時3 0分から午後４時3 0分まで（午前1 1時3 0

分から午後１時3 0分までを除く。） 

６ 入札書提出期間及び方法 

 ⑴ 電子入札システムにより入札する場合 

  ア 提出期間   第１日目 平成27年３月26日㈭午前９時00分から午後８時00分

まで 

           第２日目 平成27年３月27日㈮午前９時00分から午後３時00分

まで 

  イ 方  法   電子入札システムにより、入札書に工事費内訳書（設計書に示



    平成 27 年 3月 16 日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第 278 号     

 - 42 -

す様式）を添付して送信すること。入札書、入札書受信確認通知

及び入札書受付票は控えとして印刷し保存すること。 

 ⑵ 紙入札により入札する場合（紙入札の承認を得た場合に限る。） 

  ア 提出期限   入札日第２日目の午後３時00分まで 

  イ 方   法   企業団本庁舎３階総務部総務課契約係まで入札書及び工事費内

訳書を持参により提出すること。郵送は認めない。 

７ 開札日時   平成27年３月30日㈪ 午前９時30分から 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 

                                         

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理規程第１号）第４条の

規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成27年３月13日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  

１ 入札に付する事項  

 ⑴ 起工番号   委管事第18号 

   委 託 名   取水ポンプ場取水口清掃等業務委託 

 ⑵ 委託場所   大道取水場及び淀川取水場 

          大道取水口（大阪市東淀川区大道南２丁目309番１地先） 

          淀川取水口（大阪市東淀川区柴島２丁目295番地先） 

 ⑶ 委託概要   大道取水場及び淀川取水場の取水口の除塵及び取水口周辺の水草

除去等を行う。 

  ア フローティングネット除塵工 一式 

  イ 取水口周辺水草除去工    一式 

  ウ 取水口除塵工        一式 

 ⑷ 委託期間   平成27年４月１日㈬から平成28年３月31日㈭まで 

 ⑸ 支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑹ 前 金 払   なし 

 ⑺ 予定価格   事後公表 

 ⑻ 低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   なし 

 ⑽ 入札保証金  免除 
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 ⑾ 契約保証金  保険会社との間に阪神水道企業団（以下「企業団」という。）を

被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合100分の５

以上）を締結し、その証書を提出すること。  

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項  

   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。  

 ⑵ 個別資格要件事項  

   企業団における平成27・28年度競争入札参加資格（役務：清掃）を有しているこ

と。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.org/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウン

ロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事

前に連絡すること（電話(078)431－1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに掲

載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、

ＦＡＸ（(078)431－2664）により提出すること。 

 ⑴ 受付期限   平成27年３月18日㈬ 午後５時00分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成27年３月20日㈮に入札公告ページに掲載する。ただし、入札

公告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。入札

参加者は、この回答を必ず確認すること。 

６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（日付は申込日を記入すること。）

（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成27年３月27日㈮まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成27年３月30日㈪ 午後１時30分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 
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本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 

                                         

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理規程第１号）第４条の

規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成27年３月13日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   委管事第19号 

   委 託 名   取水ポンプ場取水口清掃等業務委託その２ 

 ⑵ 委託場所   大道取水場及び淀川取水場 

          大道取水口（大阪市東淀川区大道南２丁目309番１地先） 

          淀川取水口（大阪市東淀川区柴島２丁目295番地先） 

⑶ 委託概要   大道取水場及び淀川取水場の取水口周辺の除草・清掃及びゴミの

処分を行う。 

  ア 取水口周辺清掃工 一式 

  イ ゴミ処分工    一式 

 ⑷ 委託期間   平成27年４月１日㈬から平成28年３月31日㈭まで 

 ⑸ 支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑹ 前 金 払   なし 

 ⑺ 予定価格   事後公表 

 ⑻ 低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   なし 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  保険会社との間に阪神水道企業団（以下「企業団」という。）を

被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合100分の５

以上）を締結し、その証書を提出すること。  

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項  
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   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。  

 ⑵ 個別資格要件事項  

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和4 5年1 2月2 5日法律第137号）第７条に

定める要件を満たしていること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.org/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウン

ロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事

前に連絡すること（電話(078)431－1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに掲

載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、

ＦＡＸ（(078)431－2664）により提出すること。 

 ⑴ 受付期限   平成27年３月18日㈬ 午後５時00分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成27年３月20日㈮に入札公告ページに掲載する。ただし、入札

公告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。入札

参加者は、この回答を必ず確認すること。 

６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（日付は申込日を記入すること。）

（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ 入札参加資格３⑵に記載する者であることを証明する書類の写し 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成27年３月27日㈮まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成27年３月30日㈪ 午後１時40分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 
 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 
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阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理規程第１号）第４条の

規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成27年３月13日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   委水第１号 

   委 託 名   採水業務委託 

 ⑵ 委託場所   水質試験所（尼崎市田能５丁目11番１号） 

          尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番6 5号） 

          甲東ポンプ場（西宮市上大市３丁目２番53号） 

          西宮ポンプ場（西宮市室川町２番32号） 

          甲山調整池（西宮市甲山町35番地） 

          芦部谷接合井（西宮市甲山町42番地） 

          上ヶ原量水池（西宮市仁川百合野町1-40（神戸市水道局上ヶ原浄

水場内）） 

          越木岩受水池（西宮市角石町15番） 

          芦屋調整池（西宮市深谷町２番35号） 

          本山配水池（神戸市東灘区本山町北畑字伊勢講田613） 

          篠原量水池（神戸市灘区篠原北町４丁目60） 

⑶ 委託概要   水質試験所において実施する平常試験の管路施設及び尼崎浄水場

の採水業務を行う。 

 ⑷ 委託期間   平成27年４月１日㈬から平成28年３月3 1日㈭まで 

 ⑸ 支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑹ 前 金 払   なし 

 ⑺ 予定価格   事後公表 

 ⑻ 低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   なし 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  保険会社との間に阪神水道企業団（以下「企業団」という。）を

被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合100分の５

以上）を締結し、その証書を提出すること。  

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 
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 ⑴ 共通資格要件事項  

   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。  

 ⑵ 個別資格要件事項  

   大阪府及び兵庫県内の水道事業体、簡易水道事業体若しくは水道用水供給事業体

発注業務委託の元請として、水道法に基づく水質検査の採水業務を１年以上継続し

て受託した実績を有すること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.org/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウン

ロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事

前に連絡すること（電話(078)431－1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに掲

載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、

ＦＡＸ（(078)431－2664）により提出すること。 

 ⑴ 受付期限   平成27年３月18日㈬ 午後５時00分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成27年３月20日㈮に入札公告ページに掲載する。ただし、入札

公告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。入札

参加者は、この回答を必ず確認すること。 

６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（日付は申込日を記入すること。）

（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ 同種又は類似工事（業務）の施工（履行）実績（様式第２号） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成27年３月27日㈮まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成27年３月30日㈪ 午後１時50分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 
 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 
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阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理規程第１号）第４条の

規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成27年３月13日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   委施第２号 

   委 託 名   消防設備保守業務委託 

 ⑵ 委託場所   大道取水場（大阪市東淀川区大道南２丁目９番20号） 

          淀川取水場（大阪市淀川区西中島２丁目１番27号） 

          猪名川浄水場（尼崎市田能５丁目1 1番１号) 

          尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番6 5号） 

          甲東ポンプ場（西宮市上大市３丁目２番5 3号) 

          西宮ポンプ場（西宮市室川町２番3 2号) 

          甲山調整池（西宮市甲山町35番地） 

          奥谷ポンプ場（芦屋市朝日ヶ丘町592番地（朝日ヶ丘北公園内）） 

          水質試験所（尼崎市田能５丁目1 1番１号） 

          本庁舎（神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号） 

          江の木管理坑（吹田市江の木町17番３号） 

          猪名川公舎（尼崎市田能４丁目16番38号） 

          尼崎公舎（尼崎市南塚口４丁目５番１号） 

          西宮公舎（西宮市越水町４番33号） 

⑶ 委託概要   「消防法第17条３の３」による消防設備の定期自主検査に基づき、

各施設の消防設備点検及び消防設備の点検整備を行う。 

  ア 消防設備点検工 一式 

 ⑷ 委託期間   平成27年４月１日㈬から平成28年３月31日㈭まで 

 ⑸ 支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑹ 前 金 払   なし 

 ⑺ 予定価格   非公表 

 ⑻ 低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   なし 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  免除  

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 
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  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項  

   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。  

 ⑵ 個別資格要件事項  

   企業団における平成27・28年度競争入札参加資格（登録工種：消防施設工事）を

有していること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.org/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウン

ロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事

前に連絡すること（電話(078)431－1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに掲

載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、

ＦＡＸ（(078)431－2664）により提出すること。 

 ⑴ 受付期限   平成27年３月18日㈬ 午後５時00分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成27年３月20日㈮に入札公告ページに掲載する。ただし、入札

公告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。入札

参加者は、この回答を必ず確認すること。 

６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（日付は申込日を記入すること。）

（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成27年３月27日㈮まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成27年３月30日㈪ 午後２時00分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 
 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 

                                         

 



    平成 27 年 3月 16 日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第 278 号     

 - 50 -

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理規程第１号）第４条の

規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成27年３月13日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   委施第1 0号 

   委 託 名   施設公舎給排水設備保守業務委託 

 ⑵ 委託場所   大道取水場（大阪市東淀川区大道南２丁目９番2 0号） 

          淀川取水場（大阪市淀川区西中島２丁目１番2 7号） 

          猪名川浄水場（尼崎市田能５丁目1 1番１号) 

          尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番6 5号） 

          水質試験所（尼崎市田能５丁目1 1番１号） 

          甲東ポンプ場（西宮市上大市３丁目２番5 3号) 

          西宮ポンプ場（西宮市室川町２番3 2号) 

          甲山調整池（西宮市甲山町3 5番地） 

          本庁舎（神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号） 

          猪名川公舎（尼崎市田能４丁目1 6番3 8号） 

          尼崎公舎（尼崎市南塚口町４丁目５番１号） 

          西宮公舎（西宮市越水町４番3 3号） 

 ⑶ 委託概要   施設及び公舎における給排水設備等の保守業務を行う。 

  ア 給水タンク清掃点検工   一式 

  イ 下水排水ピット点検清掃工 一式 

  ウ 排水管洗浄工       一式 

 ⑷ 委託期間   平成27年４月１日㈬から平成28年３月31日㈭まで 

 ⑸ 支払方法   ２回払い（中間１回）  

 ⑹ 前  金  払   なし  

 ⑺ 予定価格   非公表 

 ⑻ 低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   なし 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  免除  

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 



    平成 27 年 3月 16 日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第 278 号     

 - 51 -

 ⑴ 共通資格要件事項  

   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。  

 ⑵ 個別資格要件事項  

   企業団における平成27・28年度競争入札参加資格（登録工種：管工事）を有して

いること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.org/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウン

ロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事

前に連絡すること（電話(078)431－1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに掲

載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、

ＦＡＸ（(078)431－2664）により提出すること。 

 ⑴ 受付期限   平成27年３月18日㈬ 午後５時00分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成27年３月20日㈮に入札公告ページに掲載する。ただし、入札

公告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。入札

参加者は、この回答を必ず確認すること。 

６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（日付は申込日を記入すること。）

（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成27年３月27日㈮まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成27年３月30日㈪ 午後２時10分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 
 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 

 

 


